
鹿児島県知事による指定講習 
 

建築士法第２７条の２第７項に基づく 

開設者・管理建築士のための「建築士事務所の管理研修会」 

開 催 の ご 案 内 

一般社団法人 鹿児島県建築士事務所協会 

 

本研修会は、建築士法に規定された法定団体である一般社団法人鹿児島県建築士事務所協会

及び一般社団法人日本建築士事務所協会連合会が、建築士法第２７条の２第７項に基づく研修

として実施するものです。 

 

建築士事務所の業務に責任をもち契約締結者となる開設者と建築士事務所を管理し技術的事項

を統括する管理建築士は、建築士事務所の運営はもとより業務委託者に対する責任を負っており、

社会変化に応じた最新の法制度や技術等に精通し、その資質を維持向上していくことが求められ

ています。 

 

本研修会は建築士事務所の管理・運営を適切に進める上で把握しておくべき重要事項を網羅し

た内容となっており、５年ごとの事務所登録更新の機会に合わせて受講することで、資質の維持

向上を図り、業務委託者の期待に応えるべく業務の適正化や建築物の質の向上等を目指すことを

目的として実施します。 

 

管理建築士の方は、所属建築士として３年ごとの「建築士定期講習(法定講習)」の受講義務が

ありますが、本研修会においては管理建築士として要求される建築士事務所の管理に関する事項

及び社会情勢の変化に伴って求められる最新知識を学習して頂く機会となります。建築士でない

開設者の方は、本研修会が唯一、管理建築士の業務内容のほか開設者の責務など必要な知識の学

習の機会となりますので、是非ともご受講いただくよう、ご案内申し上げます。 

 
 建築士法 第２２条 

建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。 

２ 国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図るため、必要に

応じ、講習の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。 

 
  鹿児島県知事指定による「建築士事務所の管理研修会」は、一般社団法人鹿児島県建築士事務所協会が事務

所の開設者・管理建築士を対象として開催するもので、鹿児島県知事が奨励する研修です。この研修を受講

されますと「受講証明書」を発行しますので、５ヶ年に一度受講してください。 
 

※本研修会は、法定講習※本研修会は、法定講習※本研修会は、法定講習※本研修会は、法定講習((((建築士法第２２条の２に基づく「建築士定期講習」建築士法第２２条の２に基づく「建築士定期講習」建築士法第２２条の２に基づく「建築士定期講習」建築士法第２２条の２に基づく「建築士定期講習」    
    及び及び及び及び同法第２４条第２項に基づく「管理建築士講習」同法第２４条第２項に基づく「管理建築士講習」同法第２４条第２項に基づく「管理建築士講習」同法第２４条第２項に基づく「管理建築士講習」))))ではありません。ではありません。ではありません。ではありません。    

    

    

    

    



１．主１．主１．主１．主    催催催催    
一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会、一般社団法人 鹿児島県建築士事務所協会 

 
２２２２．受講対象者．受講対象者．受講対象者．受講対象者            

建築士事務所の開設者及び管理建築士 
 

３３３３．日．日．日．日    時時時時            

令和令和令和令和６６６６年年年年１１１１１１１１月月月月２７２７２７２７日日日日((((水水水水))))    午前９時より受付開始、９時２０分より開講 

 

４４４４．会．会．会．会    場場場場    
鹿児島県市町村自治会館 ４階「ホール」 鹿児島市鴨池新町7-4 電話 ０９９(２０６)１０１０ 

 

５５５５．．．．定定定定    員員員員    
２００名 （（（（申込手続が完了された分より申込手続が完了された分より申込手続が完了された分より申込手続が完了された分より先着順にて先着順にて先着順にて先着順にて受付いたします受付いたします受付いたします受付いたします））））    

    

６６６６．時間割．時間割．時間割．時間割        

時 間 項    目 講    師 

 9:00～ 9:20 受付  

 9:20～ 9:30 開講式 (受講説明・挨拶) (一社)鹿児島県建築士事務所協会 

 9:30～10:10 第１章 建築士事務所の責務と業務 (一社)鹿児島県建築士事務所協会／選定講師 

10:10～10:20 休憩 

10:20～11:00 第４章 トラブル対応とリスク管理 弁護士 

11:00～11:10 休憩 

11:10～11:50 
第４章 トラブル対応とリスク管理 

   （建築士事務所賠償責任保険） 
㈲日事連サービス 

11:50～12:40 昼食・休憩 

12:40～13:30 第２章 これからの建築士事務所経営 (一社)鹿児島県建築士事務所協会／選定講師 

13:30～13:40 休憩 

13:40～15:00 第３章 建築士事務所の業務の新しい動向 (一社)鹿児島県建築士事務所協会／選定講師 

15:00～15:10 休憩 

15:10～15:50 建築士事務所の立入調査を踏まえて 鹿児島県建築課担当職員 

15:50～16:00 休 憩 

16:00～16:20 理解度確認テスト 

16:20～ 受講証明書の交付 

  
７７７７．受講料．受講料．受講料．受講料【インボイス登録番号：Ｔ8340005000243】 

   ①建築士事務所協会 会員   １３,０００円（10%税抜金額11,819円／消費税額等1,181円） 

   ②建築士事務所協会 会員外 １７,０００円（10%税抜金額15,455円／消費税額等1,545円） 
         

８８８８．申込方法．申込方法．申込方法．申込方法((((下記のいずれかの方法で下記のいずれかの方法で下記のいずれかの方法で下記のいずれかの方法で期限内期限内期限内期限内ににににおおおお申込み下さい申込み下さい申込み下さい申込み下さい))))    
   ①銀行振込：受講料を指定口座にお振込みの上、申込書と振込証明書(写)添付書をＦＡＸ送信して   

         ください。 

   ②現金書留：受講料を申込書とともに協会へ郵送してください。 
 

   ※申込受付方法として、「事務局への持参」は予定しておりません。 

   ※講習会当日の申込受付は予定しておりません。 

 



９９９９．受講料の振込先．受講料の振込先．受講料の振込先．受講料の振込先    

    銀 行 名   鹿児島銀行 鹿児島市役所出張所 普通預金 №１８８９２３ 

   口座名義   一般社団法人 鹿児島県建築士事務所協会 

 

11110000．申込期限．申込期限．申込期限．申込期限        
令和令和令和令和６６６６年１１年１１年１１年１１月月月月１８１８１８１８日日日日((((月月月月))))までまでまでまでとします。 

 

11111111．申込先．申込先．申込先．申込先    
    一般社団法人 鹿児島県建築士事務所協会 

   〒890-0055 鹿児島市上荒田町２９－３３ 鹿児島建築設計会館 

   電 話 ０９９－２５１－９８８７ 

   ＦＡＸ ０９９－２５１－９８７１ 
 

11112222．．．．使用テキスト使用テキスト使用テキスト使用テキスト((((当日配布当日配布当日配布当日配布))))    
   「新しい建築士事務所の経営と展望」 
 

11113333．ＣＰＤ認定．ＣＰＤ認定．ＣＰＤ認定．ＣＰＤ認定    
   本研修会は、ＣＰＤ制度の共通認定プログラム(特別認定講習)として実施します。 

 

11114444．受講証明書．受講証明書．受講証明書．受講証明書    
    受講修了者に「受講証明書」を交付いたします。 

なお、代理者の受講は認められません。ご留意ください。 
 

11115555．注意事項．注意事項．注意事項．注意事項    
  ①お申込みは、受講料の納入及び申込書の提出(FAXまたは郵送)により手続完了とします。 

  ②受講券は、受付後にお手元へ送付（ＦＡＸまたは郵送）します。 

  ③テキストは、受講券を会場受付に提示して、お受け取りください。 

  ④座席は、受講券と同番号による席指定を行います。 

  ⑤当日、欠席された方は、受講料から事務手数料(３千円)を差し引き、講習会終了後に返金します。 

  ⑥駐車場は近くの「市鴨池公園駐車場(有料)」若しくは｢鴨池ニュータウン駐車場(有料)｣をご利用 

     ください。  
 
 
 
 
 

裏面もお読みください 
～新型コロナウイルス５類感染症移行後の対応について～ 



～講習開催に伴う～講習開催に伴う～講習開催に伴う～講習開催に伴う
新型コロナウイルス５類感染症移行後の対応について～新型コロナウイルス５類感染症移行後の対応について～新型コロナウイルス５類感染症移行後の対応について～新型コロナウイルス５類感染症移行後の対応について～

(一社)鹿児島県建築士事務所協会

新型コロナウイルス５類感染症移行に伴い、講習運営上、下記の対応といたします。

受講者の皆様におかれましては、ご理解のうえ、当日のご協力お願い申し上げます。

【講習会について】【講習会について】【講習会について】【講習会について】

講習会場 鹿児島県市町村自治会館 ４階「ホール」

※４０８名収容の同ホールに２００名程度の収容人数にて開催します。※４０８名収容の同ホールに２００名程度の収容人数にて開催します。※４０８名収容の同ホールに２００名程度の収容人数にて開催します。※４０８名収容の同ホールに２００名程度の収容人数にて開催します。

実施方法 対面講習

そ の 他 会場内の換気に努めます

【皆様へのお願い】【皆様へのお願い】【皆様へのお願い】【皆様へのお願い】

１．体調のすぐれない場合は、当日の受講を見合わせていただくことをご検討ください。

２．咳エチケットにご配慮ください。

３．会場の出入口に消毒液を準備いたしますので、ご自由にご利用ください。

４．講習会場に到着後、咳・発熱等体調が悪くなられた場合は、速やかに係の者へお申し出

ください。

５．受講票をご提示ください。テキストをお渡しいたします。




